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令和８年度「ふるさと福島就職情報センター運営事業及び地域就職氷河期世代等支援推進事業」 

業務委託仕様書 

 

本事業は、令和８年度県当初予算の成立及び国の新しい地方経済・生活環境創生交付金、

地域就職氷河期世代等支援推進交付金事業に採択されることを前提に事業化される停止条

件付き事業です。予算の成立及び国の採択をみなければ、提案を公募したことに留まり、

いかなる効力も発生しません。 

 

この「業務仕様書」は、福島県（以下「県」という。）が人材確保及び就職支援のノウハ

ウを有する民間法人等へ委託して行う「ふるさと福島就職情報センター運営事業及び地域

就職氷河期世代等支援推進事業」（以下「本事業」という。）の仕様等に関し、必要な事項を

定めるものである。 

 

１ 事業の概要 

本事業は、学生や就職氷河期世代をはじめとした孤独・孤立の問題を抱える求職者、女

性、一般求職者等の県内就職促進・定着及び県内企業の人材確保を目的に、県内に「ふる

さと福島就職情報センター」（以下「情報センター」という。）を設置し、就職相談や職業

紹介、各種情報収集やその提供など就職支援事業を実施するものである。 

※福島県へのＵＩＪターンの総称（福島県独自の呼称）を以下「Ｆターン」という。 

※孤独、孤立の問題を抱える求職者とは、就職氷河期世代を含む中高年層をはじめとした幅広い

世代の、就労希望や処遇改善希望等がある人、生活困窮状態の人、ひきこもりの状態にあるな

ど様々な問題を抱える人を指す。 

 

２ 事業の期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 情報センターの場所及び配置する人員 

情報センター福島窓口の場所は県が確保し、無償で提供する。 

  受託者は以下に示す人員を配置すること。 

【ふるさと福島就職情報センター福島窓口・ジョブカフェふくしま（以下「福島窓口」。）】 

ア 設置場所 福島市三河南町１－２０コラッセふくしま２階（福島県経営支援プラザ内） 

イ 開所曜日 月曜日から土曜日（祝祭日及び１２月２９日から１月３日の年末年始を除く。） 

ウ 開所時間 １０時から１９時まで 

エ 配置人員 ジョブコーディネーター    ５名 

（うち１名をセンター長（窓口責任者）とする。） 

（うち２名を女性専任のコーディネーターとする。） 

       就職氷河期世代等支援相談員     １名 

「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトサポート員 

１名  計７名 

オ そ の 他 週６日及び１日９時間の窓口開設となるため、法定労働時間を遵守した

人員配置とすること。 

 「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトサポート員は、平日
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１０時から１７時まで配置とし、配置場所については窓口に限定しない。 

経営支援プラザの利用者に配慮しながら、当窓口利用者のプライバシー 

確保に努め、経営支援プラザ職員との連携を図ること。 

相談業務に関しては、経営支援プラザとの調整の上、経営支援プラザ相

談室の利用も可とする。（別紙参照） 

  ※福島窓口は、ジョブカフェ機能を持ち、若年者全般の就労支援も行う。 

  ※心理カウンセラーを週４時間（特定日）配置すること。 

※下記、県が直接運営する東京窓口（以下「東京窓口」）と常に連携体制をとること。 

    設置場所 東京都千代田区有楽町２－１０－１  

開所日時 火曜日から日曜日、１０時から１８時まで 

配置人員 就職相談員２名 

 

４ 事業の対象者 

本事業は、概ね以下の者を対象とする。 

（１）県内就職を希望する県内外の大学生、一般求職者等 

（２）就職氷河期世代をはじめ、孤独・孤立の問題を抱える求職者 

（３）女性求職者 

（４）県内企業（県外に本社があり本県に事業所がある企業を含む。）、県内外の大学等 

 

５ 事業の範囲・内容 

本事業の業務範囲及び内容は、次のとおりとする。なお、本仕様書に明記されていない

本事業の目的達成に資する活動について、県と協議のうえ実施すること。 

（１）福島窓口の管理運営 

ア 窓口の施設、備品等の使用管理 

(ｱ) 項番３に示す開所日及び開所時間中は、不測の事態に対応できる体制を整えること。 

(ｲ) 窓口運営に係る光熱水費は無償とするが、インターネットや電話の使用に係る契約

等の手続きは受託者が行うこととし、契約料及び電話料金については、委託料の中か

ら受託者が支払うこと。 

イ 利用者及び利用実績の管理・分析等（企業情報も含む。） 

利用者、利用実績に関するデータベースの管理・分析をシステムにより実施し効率 

的に業務管理を行うこと。 

ウ その他、窓口の管理運営に必要な一切の業務 

（２）福島窓口の対応業務 

来所者等に対し、就職相談を行うとともに、本人の要望、適性等を踏まえた最適なサー

ビスを提供することにより、県内企業への興味・関心を喚起し、早期の県内就職を目指す。 

なお、相談対応は対面、電話、メール、オンラインにより実施すること。 

ア ライフプラン・キャリアプランへのアドバイス、指導 

イ 能力・適性の分析や能力開発研修等の受講へのアドバイス 

ウ 履歴書・職務経歴書等応募書類等の作成へのアドバイス・指導 

エ 面接技術のトレーニングや求職活動全般へのアドバイス・指導 

オ 就職活動・転職活動に際しての各種相談 

カ 職場定着のためのアドバイス・指導 

キ 利用者の求める生活・就労支援情報の提供 

ク 求人情報等の提供、職業紹介 
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(ｱ) 求人情報を求職登録者に提供する。 

(ｲ) 独自のノウハウにより求職登録者に適した求人を開拓し、紹介する。 

(ｳ) 雇用情勢、業界動向、個別企業に関する情報等を収集し、企業の了解を得た上で、 

求職登録者に提供する。 

ケ 求人企業に対する求職者情報等の提供 

個人情報を保護するため、求職者個人が特定される情報を非公開とした上で、登録

企業から要請があった場合に随時、求職者情報を提供する。 

 コ 心理カウンセリング 

 週１日（４時間）の相談日を設定し、就職活動や就労環境に不安を抱える相談者の

希望に応じて、心理カウンセラーによる個別心理カウンセリングを行う。 

 また、窓口人員との連携を図り、就職支援に関するアドバイスを行う。 

（３）職業紹介 

職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３２条の１４及び第３３条第４項の規定に

基づく職業紹介責任者を配置し、職業紹介による求人活動支援、相談者の希望に沿った職

業紹介により、効果的なマッチングを推進する。 

（４）関係機関・大学等訪問 

 就職相談に係る関係機関を訪問し、本事業に関する情報提供や依頼を行い、連携体制を

構築して事業を執行する。また、県内及び隣県の大学、就職支援協定締結校や本県出身者

が多く在学する大学等を訪問（オンライン面談含む。）し、学生の県内企業への就職促進を

図る。 

ア 県内企業・求人情報や県内就職関連情報の提供 

イ 学内就職ガイダンスや父母会等への参加 

ウ 県内企業と大学との関係構築支援 

エ 本県と大学（就職支援協定締結校等）との連携 

（５）企業訪問 

県下全域の企業を訪問（オンライン面談含む）し、若手人材の確保に熱心で魅力的な企

業や働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組む企業等を中心に、求人開拓を図る。 

開拓した求人情報は、東京窓口及びふくしま生活・就職応援センターと共有し、求職者

に情報提供すること。 

ア 県内企業の魅力情報の収集及び「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト

への登録促進 

イ 情報センター利用者のニーズに沿った求人情報の開拓、収集 

ウ 企業が求める人材ニーズの把握、情報収集 

エ 求職登録者情報の提供 

オ 県が実施する各種イベントへの参加促進及び周知 

カ 移住支援金対象法人登録の促進 

キ 人材確保のための働き方改革推進に係る広報・意識啓発 

（６）県内企業と学生のマッチング機会の創出等 

 関係団体主催イベントへの参加協力 

福島労働局事業「若年者地域連携事業」等が開催する就活イベントに関し、ジョブカフ

ェとして協力し、参加学生の窓口（ジョブカフェ）への誘導につなげること。 

（７）働き方改革の推進 

  ・福島県次世代育成支援企業認証制度及びイクボス宣言制度等について、周知、広報
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を行うこと。 

  ・企業訪問時等において、認証の取得やイクボス宣言を促すとともに、県が実施して

いる企業の魅力アップ奨励金等の支援制度をＰＲし、長時間労働の抑制、男性育児

休業取得促進など働き方改革の推進について啓発すること。 

（８）女性就職支援 

福島窓口に女性専任コーディネーターを２名配置し、個々の事情に一歩踏み込んで

働く条件整理を行い、求職者へのオーダーメイド型マッチング支援と、定着支援を実

施する。次の事業を行うこと。 

ア 相談対応（（２）ア～ク、（３）に同じ） 

  ※オンライン相談を積極的に活用すること。 

  ※相談者の必要に応じて、再就職を目指す女性の就職活動に役立つビジネスマナ

ー、自己分析等のレクチャー、職業体験・見学の調整等の支援を行うこと。 

イ 地域内の保育施設の情報等、女性の再就職に役立つ情報の収集・提供 

ウ 次世代育成支援認証を受けた企業をはじめとする女性が働きやすい職場環境づくり

に取り組む県内企業を中心とした求人開拓 

エ 事業広報 

対象者の特性を把握したうえで、事業目標達成のため、積極的に広報するものとす

る。専用リーフレットなど、効率的・効果的にＰＲできる広報媒体を使用すること。 

（９）「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトの運営 

県が開設する「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイト（以下「ポータルサ

イト」）（https://kando-fukushima.jp/）を本県就職情報のポータルサイトとして運営する

こと。 

ア 学生や一般求職者からの登録申込に基づく求職者情報の内容確認、登録票の受理、 

公開承認処理（希望者のみ） 

イ 企業等からの登録申込に基づく企業情報及び求人情報の確認及び公開承認処理（必

要に応じて登録補助も行うこと。） 

  ※（１１）の事業で配置するサポート員が主に行う。 

ウ Ｆターンに関する各種情報の掲載や、掲載情報の更新作業等 

   ※サイト情報及び連携状況の確認は、（１１）の事業で配置するサポート員が行う。 

カ 県等が作成した動画の掲載（専用 YouTubeチャンネルへのアップロードを含む） 

（１０）就職氷河期世代等相談支援 

   就職氷河期世代をはじめ、孤独・孤立の問題を抱えている方の中には、就業経験が 

ない又は非正規雇用期間が長く、また、正規雇用に比べて能力開発機会が乏しいた 

め、処遇面も含めて現在も厳しい状況にあり、自己評価が低い傾向があるほか、就 

労・スキルアップに向けた具体的な行動を起こせず諦めている方々が一定数存在す 

る。専任の相談員（キャリアコンサルタント）を配置し、就職相談に限らず様々な問 

題に対して個々人の状況に応じたカウンセリング等を実施する。対面相談のほか、オ 

ンライン相談を実施し、対象者のニーズに合わせた支援を行う。 

ア 相談対応（（２）ア～ク、（３）に同じ） 

  イ 関係機関・関連事業との連携 
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協議会等関係機関（県就職支援機関、県内ハローワーク、地域若者サポートステ

ーション等）と十分に連携し、情報共有を図るとともに、対象者の支援効果を高め

るよう努めること。 

（１１）就職マッチング支援強化事業 

「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトサポート員を１名配置し、次の事

業を行うこと。 

ア 求人情報掲載セミナーの開催（５０社程度） 

県内事業者を対象に、求職者のニーズや効果的な求人情報の発信方法を啓発・研修す

る。併せて、マッチングサイトの内容及び趣旨を解説し、求人掲載の登録を促すこと。

開催方法は県と協議の上、効果的な方法で行うこととする。 

イ 移住支援金対象法人の周知・募集（要件は別紙のとおり） 

ウ 移住支援金対象法人の登録・求人の相談対応、審査、審査結果の通知 

 移住支援金対象法人の登録・求人に関する相談に対応する。県から提供された申請書

の要件審査を行い、県に結果を報告する。県の最終確認後、メ―ルにて審査結果を申

請者に通知する。 

エ 企業等からの登録申込に基づくポータルサイト掲載の企業情報及び求人情報の確認

及び公開承認処理 

    ※求人情報提供ガイドライン（厚生労働省）に沿った適切かつ適正な求人情報掲載 

とすること。 

オ 求人情報掲載に関するアドバイス等 

カ ポータルサイトへの登録促進に関する広報 

キ ポータルサイト登録者、登録企業に対する一斉メール配信による広報 

  ポータルサイトの登録データを活用し、県や情報センターが実施する就職関連イベ 

 ントや求人情報等について、登録者、登録企業へ一斉メールで配信する。配信内容は 

 県と協議したうえで決定し、メール配信に当たっては、誤送信による情報漏えいを防 

 止するための適切な機能を有するメール配信システムを受託者において用意すること。 

 なお、当該システムについては、民間サービスの利用を可とする。 

   

（１２）広報 

ア 様々な機会を捉えて、本事業をＰＲすること。ポスター、リーフレット等、各種広報

ツールを作成及び関係機関等への提出依頼、配布等を実施すること。 

イ 本事業のみならず、項番６に示す関連・連携する事業における参加者を募集する必 

要がある事業についてＰＲし、参加者の参集に努めること。 

ウ 成人式での情報センター周知活動を実施すること。 

エ ふるさと福島就職情報センターX（旧ツイッター）等の SNS を運用・管理し、情報

発信を行うこと。 

オ 可能な限り効果的、効率的な広報媒体を活用してＰＲに努めること。 

 

（１３）窓口間の連携 

ア 東京窓口と常時情報の交換、連絡調整を行うこと。 

イ 東京では収集しにくい県内企業・求人情報を、東京窓口に随時提供すること。 

ウ 東京窓口からのリクエストに応じて、ふくしま生活・就職応援センター等と連携し、

求人情報の収集を行うこと。 



６ 

 

エ 厚生労働省が委託実施する地方人材還流促進事業との連携を図り、ＬＯ活サイトへ

の情報提供や同事業で実施する説明会等イベントへの参加等を行うこと。 

オ 首都圏での支援を希望する方については、東京窓口へ誘導するとともに必要に応じ

てポータルサイトの登録補助を行うこと。 

（１４）関係機関との連携 

ア 県内企業、団体に対して、本事業に関する情報提供、協力依頼を行うものとし、様々

な機会を捉えて企業との意思疎通を図り、魅力情報や求人情報の収集を行うこと。 

イ Ｆターン希望者等の求職情報を収集するために、県外の関係機関や項番６の事業の

受託者との信頼関係構築に努めること。 

ウ 県内市町村と連携を図り、市町村の希望に応じ、出張相談会へのコーディネーター

派遣やセミナー講師として協力を行うこと。 

 

６ 関連・連携する事業 

 県が直接または、別途委託して実施する次の事業は、事業の目的・対象が同一であるの

で、双方の事業効果を最大限発揮できるよう、県と十分に調整を図り、事業の周知や参

加者募集を行うなど、連携に努めること。 

・ ふくしま生活・就職応援センター運営事業及び地域就職氷河期世代等支援推進事業

（県事業） 

※利用者側の混乱を招かぬよう、県及び当該事業受託者と十分に連携、調整を図ること。 

・ 『感働！ふくしま』プロジェクト各事業 

・ 若手人材の早期離職防止事業（県事業） 

・ 新規高卒者の県内就職促進事業（県事業） 

・ 若年者地域連携事業（国事業） 

 

７ 本事業の数値目標 

（１）新規登録者数（女性就職支援除く）･･････････････････年間４００人以上 

（２）就職決定（内定）人数（女性就職支援除く）･･････････年間２５０人以上 

（３）関係機関、大学等訪問数（女性就職支援含む）････年間延べ２００件以上 

（４）企業訪問数（女性就職支援含む）････････････････････年間６５０社以上 

（５）女性就職支援における新規登録者数･･････････････････年間３５０人以上 

 ※（１）と重複しないこと。 

（６）女性就職支援における就職決定（内定）人数･･････････年間２００人以上 

 ※（２）と重複しないこと。 

（７）移住支援金対象法人新規登録社数･･････････････････････年間５０社以上 

（８）就職氷河期世代等孤独・孤立の問題を抱える相談者数････年間６０名以上 

（９）就職氷河期世代等孤独・孤立の問題を抱える方の就職決定人数 

･･･････････年間３０名以上 

（10）就職氷河期世代等孤独・孤立の問題を抱える方の相談件数 

･････年間延べ３９０件以上 
※雇用情勢の分析や事業進捗の把握のために、必要に応じて、県が新たに目標を設定 
する場合がある。 

※本目標の未達成により必ずしも委託料を減額するものではないが、目標達成のため

に、常に工夫しアイディアを創出するなど最大限努力すること。 
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８ 契約に関する条件 

（１）無料サービスの原則 

  職業の斡旋を行う際の紹介手数料又はそれに類する費用の徴収は禁止するとともに、

本事業により提供するすべてのサービスについて、利用者に金銭負担を生じさせないこ

と。 

（２）本事業の引継ぎ 

受託者は、本事業に係る契約の終了後、他社に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合

には、利用者の利便性を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努めること。 

（３）職業紹介事業の許可 

業務開始時点で、有料もしくは無料の職業紹介事業の許可を有していること。なお、

業務委託事業の開始前までに、職業紹介事業の許可証（写）を提出すること。 

（４）人員の確保及び育成       

以下の要件を満たす者を配置すること。 

なお、事業開始前に、人員の資格取得状況や経歴が分かる書類を提出すること。また受 

託者は、各人員に対する指導及び育成を図り、常に適切な事業水準を維持すること。 

ア ジョブコーディネーター（センター長）１名 

就職支援の実務経験５年以上を有する者であること。 

イ ジョブコーディネーター ４名（うち２名は女性専任とする。） 

  キャリアコンサルタント有資格者又はキャリアコンサルタント受験資格を有する者

（１名以上）、その他人事労務分野に関する知識や経験を有する者で、１年以上の実務

経験を有する者であること。 

ウ 就職氷河期世代等支援相談員 １名 

キャリアコンサルタント有資格者とし、当該者の就職支援経験者であること。 

 エ 「『感働！ふくしま』プロジェクト」ポータルサイトサポート員 １名 

求人情報提供や SNS 運用に関するノウハウを有すると認められる者であること。 

（５）連絡会の開催 

   進捗状況の確認や情報交換のため、２ヶ月に１回程度連絡会を開催する。会議の開催

日時及び場所は別途協議する。参加後は議事録を速やかに作成し、県の確認を受けるこ

と。 

（６）利用者についての実績報告 

事業実態の確認と評価を迅速かつ的確に行うため、別に指示する様式により期日まで

に、県に毎月の実績等を報告すること。 

  その他、定められた様式以外にも報告を求められた場合は、速やかに報告すること。 

  また、利用状況等を分析し、事業効果を把握するとともに、県に対し状況報告及び改

善提案などを適宜行うこと。 

（７）福島窓口施設について 

福島窓口の施設については無償で提供するが、什器備品、パソコン、複合機及び電話器

は、リース等により受託者が準備すること。 

原則として、現在のレイアウトを活かすこととするが、これによりがたい場合は、提案

すること。なお、実際の配置にあたっては、所有者等との協議により決定されること。こ

の場合、レイアウト変更に要する費用等は、受託者負担とする。  

 

９ 受託者の責務 
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（１）苦情等の処理 

本事業に関するトラブル、クレーム等に関しては、受託者が責任を持って対応すると

ともに、発生時は県に速やかに報告すること。 

（２）法令等の遵守 

ア 労働関係諸法令の遵守 

  受託者は、労働関係諸法令等を遵守することはもちろん、求職者に対して求人情報の

提供や職業紹介をする場合は、労働基準法等を遵守し、公序良俗に反しない企業を対象

とすること。 

イ 個人情報等の守秘義務及び目的外使用の禁止 

(ｱ) 個人情報の守秘義務 

本事業を通して知り得た求職者の個人情報及び求人企業の情報等について、他に漏

洩してはならない。 

   なお、求職者個人が特定される情報は、原則として第三者へ提供しないこと。 

   ただし、職業斡旋の際に、登録者の同意を得た場合には、特定の求職者または求人

企業に開示することができるものとする。 

(ｲ) 個人情報等の目的外使用の禁止 

求職者の個人情報及び求人企業の情報等については、他の目的で使用すること及び

売買することを禁止する。 

(ｳ) 委託契約終了後の取り扱い 

上記(ｱ)及び(ｲ)については、本事業の委託契約が終了した後も同様である。 

なお、個人情報が記載された資料については、事業の委託契約終了後は県に返還す

ること。 

（３）提供施設等の目的外使用の禁止及び信頼性の確保 

本事業の実施のために提供された施設や備品等を本事業以外の目的で使用してはなら

ない。施設内には、自社の営業に関する資料や民間企業のパンフレットなどを配置しな

いこと。また、本事業に関わる者は、自社の営業につながるような行動をとらないこと。 

 

１０ 委託対象経費 

 委託料に含まれる経費は、次のとおりとする。 

（１）配置人員の人件費（賃金、通勤手当、社会保険料等） 

（２）窓口の管理運営に要する経費（福島窓口の賃借料及び光熱水料は県が負担する。） 

（３）大学訪問、企業訪問、関係機関等訪問に要する経費 

（４）セミナー等本仕様書に定める業務に要する経費 

（５）広報関係経費 

（６）その他本事業の業務運営に必要な経費 

 

※留意事項 

・本事業と関連性が見られない飲食代等は対象外とする。 

・本来個人や企業が負担すべき費用の給付（就職活動にかかる交通費等）は対象外とする。 

・備品等の取得は認められないので、リース等の形態で対応すること。 

・前掲５（１）～（９）ふるさと福島就職情報センター運営事業業務、（１０）就職氷河期

世代等相談支援業務、（１１）就職マッチング支援強化事業業務の括りにより、それぞれ

別会計として明確に区分すること。なお、業務間の流用は認めない。 
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・具体的な経費の積み上げを原則とする。 

 

１１ 提出書類 

   受託者は、委託契約書に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類を提出しなけれ

ばならない。 

（１）契約締結後に速やかに提出するもの 

  ・（第１号様式）委託業務着手届 

  ・（様 式 任 意）統括責任者通知書 

  ・（様 式 任 意）実施体制表 

  ・（様 式 任 意）実施工程表 

  ・（そ の 他）業務の確認に必要と認める書類 

（２）業務完了後に速やかに提出するもの 

・（第２号様式）委託業務完了届 

・（成 果 品）下記１２のとおり 

・（そ の 他）業務の確認に必要と認める書類 

 

１２ 成果品 

（１）業務実績報告書 

 利用者アンケート分析や業務実績等に基づいた事業成果を踏まえて任意の様式でま

とめること。 

（２）セミナーや広報等に関する動画データ（ＷＥＢ上に掲載可能な保存形式） 

（３）その他県が必要と認める書類 

 

１３ 委託料の支払い 

  支払い方法は業務完了後一括精算払いとし、請求には第３号様式を使用すること。 

  

１４ その他 

（１）本事業を実施するにあたり、事故や運営上の課題などが発生した場合には、速やか

に県に報告すること。 

（２）本事業に関連する書類・領収書等は、委託事業の完了した日の属する会計年度の翌

年度から５年間保存すること。 

（３）本事業は、国の交付金を活用することから、会計実地検査の対象となる。ついては、

検査が実施される場合は協力すること。 

（４）委託費の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる国や県等の交付

金、補助金、助成金との併給はできないものとする。 

（５) 本事業の遂行により生じた著作権は、すべて委託者に帰属するものとする。第三者

が権利を有する著作物を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳重に注意を払い、当

該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを受託者において行うものとす

る。 


